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（表面）　　　　　　　下水道事業受益者負担金決定通知書
住所
氏名
富岡町長　　　　　　　　印
あなたが下水道事業受益者として負担する額が決定したので、富岡町下水道事業受益者負担金条例第５条第３項の規定により通知します。
	負担区
	受益者地積㎡（坪）
	㎡（坪）当たり負担額
	負担金決定額

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円



	年度
	期別
	納期
	納付額

	年度
	第１期
	６月１日から６月30日まで
	円

	
	第２期
	９月１日から９月30日まで
	円

	
	第３期
	12月１日から12月25日まで
	円

	
	第４期
	２月１日から２月末日まで
	円

	年度
	第１期
	６月１日から６月30日まで
	円

	
	第２期
	９月１日から９月30日まで
	円

	
	第３期
	12月１日から12月25日まで
	円

	
	第４期
	２月１日から２月末日まで
	円

	年度
	第１期
	６月１日から６月30日まで
	円

	
	第２期
	９月１日から９月30日まで
	円

	
	第３期
	12月１日から12月25日まで
	円

	
	第４期
	２月１日から２月末日まで
	円

	年度
	第１期
	６月１日から６月30日まで
	円

	
	第２期
	９月１日から９月30日まで
	円

	
	第３期
	12月１日から12月25日まで
	円

	
	第４期
	２月１日から２月末日まで
	円

	年度
	第１期
	６月１日から６月30日まで
	円

	
	第２期
	９月１日から９月30日まで
	円

	
	第３期
	12月１日から12月25日まで
	円

	
	第４期
	２月１日から２月末日まで
	円


備考　用紙の大きさは、Ａ列４番とし、縦長にして用いること。


（裏面）
	注意事項
１　負担金は５年に分割し毎年４回の納期で納付していただきます。納入通知書及び納付書兼領収書は年度毎に送付します。
２　負担金の納期前納付を希望される方は後の納期分の納付書の交付を受けて納付してください。
３　受益者や納付管理人が変わったり、またその住所（居所）が変わった場合は届け出てください。受益者が変わった場合はその日以降の納期分の負担金は新受益者が負担することになります。
４　この負担金の決定について不服があるときはこの通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に行政不服審査法（平成26年法律第68号）第２条の規定により町長に審査請求をすることができます。



